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福祉タクシー料金の一部助成
　在宅で重度障害のある人に、タクシーの

初乗り料金を助成しています。令和 6 年度の利用
券は 3 月 27 日㈬から交付します。
■対象市に住民登録していて、次のいずれかの障
害者手帳を持っている人。ただし、自動車税か軽
自動車税の減免を受けている人を除く。①視覚
障害のみで 1･2 級　②肢体不自由のみで 1･2 級　
③単一の内部機能障害で 1･2 級　④療育手帳 A　
⑤精神障害者保健福祉手帳 1 級　■助成利用券を
月 4 枚、腎臓機能障害で透析治療を受けている人
は月 6 枚。申請月から令和 7 年 3 月までの分を
一括で交付　■申込方法申込先、各総合支所市民
福祉課に障害者手帳を持参

【市民センターでの受け付け】■4 月 2 日㈫筑邦、
3日㈬千歳、4 日㈭高牟礼、5 日㈮上津、8 日㈪
耳納。各 9 時～ 17 時
○申障害者福祉課（☎ 30･9035、℻ 30･9752）

不用な制服や学用品の受け付け
　市立中学校で、卒業や買い替えなどで使

わなくなった制服や体操服、指定バッグなどの学

用品を再利用品として受け付けています。学校に
よって品目が違うので、通学している学校に連絡
してください。
問学校教育課（☎ 30･9217、℻ 30･9719）

県腎臓疾患患者福祉給付金を支給
　就労などの理由で夜間に人工透析をして

いる人を対象に、通院にかかる交通費の一部を助
成します。
■対象次の条件をすべて満たす人。身体障害者手
帳交付者。17 時以降に人工透析を月 5 回以上受

けている。通院の交通費が月額 2,000 円以上か
かっている、または自家用車で片道 10㎞以上の
通院をしている　■支給額月額 2,000 円　■申込締
切 3 月 19 日㈫。申込書は申込先に準備、郵送に
も対応
○申障害者福祉課（☎ 30･9035、℻ 30･9752）

シルバーパソコン教室
■内容①入門、②チラシ作り、③表計算、

各 3 回　④パソコンの悩み相談、1 回　■ 4 月 2
日から 30 日までの火曜、水曜①② 10 時～ 12
時、③④ 13 時～ 15 時　■市シルバー人材セン
ター　■対象パソコンを持参できる 60 歳以上の
人　■料金①～③ 4,500 円、④ 2,000 円　■定
員①～③各 4 人、④各週 1 組・抽選　■申込締
切 3 月 22 日㈮
○申同センター（☎ 35･5229、℻ 35･5974）

やすらぎのヨガ教室
■ 4 月 5 日から 6 月 28 日までの 13 時 30

分～ 15 時。第 1･3 金曜か第 2･4 金曜　■市総合
福祉会館　■対象市内に住んでいる、60 歳以上の
人、身体障害のある人、ひとり親家庭の人　■料
金無料　■定員各 20 人・抽選　■申込締切 3 月 19
日㈫
○申同会館（☎ 38･9288、℻ 38･9289）

障害者ボランティア養成講座
■内容障害者についての知識、接し方を学ぶ　

■3 月 23 日㈯ 9 時 30 分～ 11 時 30 分　■シティ
プラザ　■料金無料　■定員 15 人・先着順　■申込
開始 3 月 8 日㈮ 9 時
○申障害者地域生活支援センターのぞえの杜

（☎ 64･9211、℻ 22･2275、
□ kazeniji@vega.ocn.ne.jp）

情報ほっとライン

2月号の答え → 江戸

広報クイズ 正解者の中から抽選で5人に図書カードを差し上げます。

【申込締切】3 月 21 日㈭（必着）
【申込方法】答え、住所、氏名、
年齢、電話番号、紙面への要
望や意見をはがき、メール、
電子申請で連絡。複数の応募
は不可。なお、当選者の発表
は発送をもって代えさせてい
ただきます
○申広報戦略課
（〒 830･8520 住所記入不要、
□ kouhou@city.kurume.lg.jp）

10 ページに関連の記事があります

　３月17 日㈰に東町公園で開催
される「K

ク ル メ

URUME M
ミ ュ ー ジ ッ ク

USIC F
フ ェ ス

ES.2
024」には総勢で何組のミュージ
シャンやバンドが参加するでしょ
う。○に数字を入れてください。

○○組

　固定資産税は、1 月 1 日時点で土地や家屋、償
却資産などの固定資産を持っている人にかかりま
す。市街化区域内に土地や家屋を持つ人には、都
市計画税も課税されます。固定資産価格を適正な
時価にするため、3 年に 1 度、評価替えを行って
います。令和 6 年度は評価替えの年度です。価格
や税額を開示します。

【価格や税額の閲覧】■4 月 1 日㈪～　■資産税課、
各総合支所市民福祉課　■内容新しい評価が反映し
た自分の固定資産価格や税額。申込書は窓口、市
のホームページに準備

【固定資産価格の縦覧】■4 月 1 日㈪～ 5 月 31 日
㈮　■資産税課、各総合支所市民福祉課　■内容土
地や家屋の面積や価格など。申込書は窓口に準備

納税通知書は 5 月上旬に発送
　令和 6 年度の固定資産税・都市計画税の納税通
知書は 5 月上旬に発送します。算定基準やよくあ
る質問を掲載したパンフレットも同封します。新
しい評価が反映された証明書などは、4 月 1 日㈪
から税収納推進課、各総合支所市民福祉課、各市
民センターで発行します。

【審査申出制度】固定資産価格に不服がある場合は、
市固定資産評価審査委員会に審査を申し出ること
ができます
■市民税課　■申立期間 4 月 1 日㈪から納税通知書
の交付を受けた日以降 3 カ月まで

問資産税課（☎ 30･9010、℻ 30･9753）
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